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１．米国財務省証券の額面金額の円換算に関する事項（ＣＤＳ清算業務に係る手数料に関

する規則第５条の２第２項第２号ａ関係） 

米国財務省証券の額面金額を円換算した額は、預託されている米国財務省証券の額面金

額を前営業日における東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場の１米ドル当たりの円

貨額により換算した額とする。 
 

２．米国財務省証券の時価に関する事項（ＣＤＳ清算業務に係る手数料に関する規則第５

条の２第２項第２号ｂ関係） 
米国財務省証券の時価の算出にあたっては、ICE Data Services が公表する各月末日の

ニューヨーク市場における前日の最終の気配相場における価格を使用するものとする。 
 
３．米国財務省証券の管理に係る費用の円換算に関する事項（ＣＤＳ清算業務に係る手数

料に関する規則第５条の２第２項第２号ｂ及びｃ関係） 

各月末日の経過時点において預託された米国財務省証券の額面金額の時価及び預託又

は返戻の指図を行った回数に係る手数料にあっては、各月末日の前営業日における東京外

国為替市場の対顧客直物電信買相場の１米ドル当たりの円貨額により換算した額とする。 
 
 

以  上 
 


